
労働災害防止のために

労働災害の発生件数は、事業者をはじめとする関係者の熱心な取り組みにより、年々減少
傾向にありますが、今なお全国で５０万人もが被災しています。

特に、従業員数５０人未満の小規模事業場では、大規模事業場に比べて労働災害の発生
率が高くなっています。

小規模事業場では、災害防止対策を実施する上で人材、費用などが課題になる一方、全
員が一体となって取り組むことが容易にできます。従業員が安全で健康的に働けるよう、工
夫をしながら、対策を進めてください。

このリーフレットは、従業員数が５０人未満の事業場における労働災害防止対策につい
て紹介したものです。この内容を参考に、的確な労働災害防止対策に取り組みましょう。

※ パート、アルバイトなどの就業形態の区別なく、全ての従業員を対象として労働災害
防止対策を行うことが必要です。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

「労働者の安全と衛生の確保」について詳しくは、以下のホームページを参照、または最寄りの都
道府県労働局、労働基準監督署へお問い合わせください.

ＵＲＬ：http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei.html

従業員の安全と健康の確保は事業者の責務です従業員の安全と健康の確保は事業者の責務です

・自主的な安全衛生活動の取組

・リスクアセスメント及びその
結果に基づく措置の取組

・労働安全衛生関係法令の順守


